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根拠条項 
動物の愛護及び管理に関する法律 
第二十三条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者

に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。  

２ 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬

猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきこ

とを勧告することができる。  

３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することがで

きる。  

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき

は、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

５ 第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。  
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１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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